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てください フイルム出力は 線、トンボ無し。

総

務

総

務

文

教

福

祉

文

教

福

祉

建

設

経

済

建

設

経

済

女性交流支援ルームが設置される
アル・プラザ京田辺店

総
務
常
任
委
員
会
（
水
野

恭
子
委
員
長
‥
６
人
）
は
６

月

日
に
委
員
会
を
開
き
、

付
託
さ
れ
た
議
案
９
件
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

内
容
及
び
結
果
は
、
次
の

と
お
り
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

女
性
交
流
支
援
ル
ー
ム
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

株
式
会
社
平
和
堂
ア
ル
・

プ
ラ
ザ
京
田
辺
店
内
に
、
本

市
女
性
交
流
支
援
ル
ー
ム
を

設
置
す
る
た
め
、
提
案
す
る

も
の
。９
月
１
日
開
設
予
定
。

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

支
援
ル
ー
ム
開
設

後
、
相
談
室
の
設
置
計

画
は
あ
る
の
か
。

政
策
推
進
課
長

今
ま
で

通
り
月
２
回
の
相
談
、
弁
護

士
相
談
が
月
１
回
及
び
職
員

に
よ
る
相
談
を
考
え
て
い
る
。

条
例
中
に
職
員
が
入

室
を
禁
じ
、
退
室
を
命

じ
る
事
が
で
き
る
と
あ
る
が
、

何
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

政
策
推
進
課
長

の

加
害
者
や
泥
酔
者
な
ど
を
想

定
し
て
い
る
。

支
援
ル
ー
ム
開
設
時

間
は
平
日
の
午
前

時

か
ら
午
後
６
時
ま
で
と
あ
る

が
、
働
く
女
性
が
利
用
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
。

政
策
推
進
課
長

府
で
は

夜
間
も
開
設
し
て
い
る
の
で

案
内
し
、
緊
急
ダ
イ
ヤ
ル
も

考
え
た
い
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

具
体
的
に
長
期
複
数

年
契
約
を
す
る
場
合
の

財
政
上
の
効
果
は
あ
る
の
か
。

助
役

効
果
は
わ
か
ら
な

い
が
、
単
年
度
契
約
で
は
業

務
上
支
障
を
き
た
す
も
の
等
、

従
来
の
法
律
的
制
約
の
も
と

で
不
都
合
な
事
務
処
理
を
行

っ
て
き
た
も
の
を
、
自
治
法

の
改
正
に
合
わ
せ
て
、
正
常

化
す
る
の
が
趣
旨
で
あ
る
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

育
児
や
介
護
を
行
う
職
員

の
早
出
、
遅
出
勤
務
の
対
象

範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
留
守
家

庭
児
童
会
に
子
を
出
迎
え
る

た
め
の
職
員
が
新
た
に
追
加

対
象
と
な
る
も
の
。

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

現
行
の
条
例
制
度
を

利
用
し
て
い
る
職
員
は

何
人
い
る
の
か
。

職
員
課
長

現
行
制
度
は

平
成

年
４
月
か
ら
施
行
し

て
い
る
が
、
利
用
し
て
い
る

職
員
は
い
な
い
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺

市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常

勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺

市
の
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺

市
証
人
等
の
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺

市
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
‥
可
決
】

本
市
の
行
政
改
革
実
行
計

画
や
国
及
び
近
隣
市
の
状
況

を
勘
案
し
、
職
員
の
旅
費
を

見
直
す
も
の
。具
体
的
に
は
、

日
当
千
円
を
支
給
し
た
も
の

を
、
概
ね

未
満
は
支

給
し
な
い
。
ま
た
、
宿
泊
料

に
つ
い
て
、
市
長
、
助
役
等

の
職
務
に
あ
る
者
（
１
級
）

は
、
基
本
的
に
１
万
３
３
０

０
円
と
し
、
そ
の
他
の
職
員

（
２
級
）
は
、
９
８
０
０
円

と
す
る
も
の
。
た
だ
し
地
域

で
特
例
を
設
け
て
い
る
。

１
級
と
２
級
で
金
額

に
差
を
つ
け
る
根
拠
は

何
か
。

職
員
課
長

職
務
、
級
に

応
じ
て
ふ
さ
わ
し
い
額
が
あ

る
。
国
の
事
例
を
参
考
に
し

た
。

１
級
と
２
級
で
格
差

を
つ
け
る
必
要
は
な
い

と
考
え
る
。
市
民
の
理
解
が

得
ら
れ
る
か
。

助
役

基
本
的
に
は
、
出

張
を
伴
う
旅
費
に
つ
い
て

は
、
現
行
は
概
算
払
い
を
し

て
い
る
。
つ
ま
り
実
費
を
精

算
し
て
い
る
形
で
あ
る
。
１

級
と
２
級
の
格
差
は
他
市
で

も
導
入
し
て
い
る
の
で
、
ご

理
解
願
い
た
い
。

今
回
の
改
正
で
は
、

京
都
市
へ
の
出
張
は
、

日
当
支
給
の
対
象
だ
が
、
行

革
の
観
点
か
ら
、
支
給
す
べ

き
で
は
な
い
と
思
う
が
。

職
員
課
長

運
用
し
て
い

く
中
で
、
課
題
が
あ
れ
ば
議

論
し
た
い
。

今
回
の
条
例
改
正
で

ど
れ
ぐ
ら
い
の
費
用
が

抑
制
さ
れ
る
の
か
。

職
員
課
長

多
く
は
、
日

当
の
部
分
で
あ
る
が
、
推
計

で
年
約
５
百
万
円
程
度
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺

市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

【
賛
成
多
数
‥
可
決
】

主
な
改
正
内
容
は
、
所
得

税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税

源
移
譲
、
所
得
税
の
現
行
税

率
が
４
か
ら
６
段
階
に
、
及

び
個
人
住
民
税
の
所
得
割
の

現
行
税
率
が
３
段
階
で
あ
る

も
の
を
一
律

％
に
さ
れ
る

も
の
。

今
回
の
税
制
改
正
は
、

国
も
国
民
に
負
担
増
を

求
め
な
い
で
、
税
収
の
一
部

を
国
か
ら
地
方
へ
振
り
分
け

る
だ
け
と
明
言
し
て
い
る
が
。

助
役

総
額
で
の
負
担
増

に
は
な
ら
な
い
と
認
識
し
て

い
る
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺

市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る

退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

税制改正を案内するパンフレット

月から指定管理者制度を導入する
新田辺駅東自転車駐車場

建
設
経
済
常
任
委
員
会

（
上
田
登
委
員
長
‥
７
人
）

は
６
月

日
に
委
員
会
を
開

き
、
付
託
さ
れ
た
議
案
１
件

の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

内
容
及
び
結
果
は
次
の
と

お
り
。

◆
議
案
第

号

新
田
辺
駅

東
自
転
車
駐
車
場
の
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

新
田
辺
駅
東
自
転
車
駐
車

場
の
管
理
運
営
を
指
定
管
理

者
に
行
わ
せ
る
た
め
、
奈
交

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
を
指
定

管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
も

の
。
指
定
期
間
は
平
成

年

月
１
日
か
ら
平
成

年
３

月

日
ま
で
。

指
定
管
理
者
を
決
定

す
る
際
、
ど
こ
で
審
査

し
た
の
か
。

生
活
環
境
課
長

５
人
で

構
成
す
る
市
の
審
査
委
員
会

で
議
論
し
た
。

年
度
か
ら

年
度

に
か
け
て
管
理
委
託
料

が
２
０
０
万
円
減
額
し
て
い

る
が
、
理
由
は
。

生
活
環
境
課
長

ロ
ー
テ

ー
シ
ョ
ン
の
見
直
し
に
よ

り
、人
件
費
が
削
減
で
き
た
。

指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
す
る
ね
ら
い
は
。

助
役

同
駐
車
場
の
維
持

管
理
運
営
の
た
め
に
、
毎
年

８
０
０
万
円
か
ら
１
０
０
０

万
円
を
支
出
し
て
き
た
が
、

ゼ
ロ
に
な
る
。
財
政
負
担
の

軽
減
は
大
き
い
。

当
該
管
理
者
は
、
ど

の
よ
う
な
市
民
の
利
便

向
上
策
を
提
示
し
て
い
る
の

か
。生

活
環
境
課
長

利
用
者

の
意
見
の
聴
取
、
交
通
弱
者

へ
の
配
慮
、

時
間
営
業
へ

の
検
討
な
ど
を
提
案
し
て
き

て
い
る
。

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

（
塩
貝
建
夫
委
員
長
‥
７
人
）

は
６
月

日
に
委
員
会
を
開

き
、
付
託
さ
れ
た
請
願
１
件

及
び
議
案
３
件
の
審
査
を
行

い
ま
し
た
。

内
容
及
び
結
果
は
次
の
と

お
り
。

◆
請
願
第
１
号

乳
幼
児
医

療
費
助
成
制
度
の
拡
充
を
求

め
る
請
願

【
賛
成
少
数
‥
不
採
択
】

乳
幼
児
の
病
気
の
早
期
発

見
、
早
期
治
療
及
び
治
療
の

継
続
を
保
障
す
る
医
療
費
助

成
制
度
は
必
要
で
あ
る
。
市

の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
も
、

安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療
機

関
を
利
用
で
き
る
体
制
の
整

備
を
希
望
す
る
人
が
半
数
を

占
め
る
な
ど
、
市
民
の
願
い

が
大
き
い
。
よ
っ
て
、
小
学

校
卒
業
ま
で
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
の
拡
充
を
求
め
る

も
の
。

こ
の
件
に
関
し
て
、

市
と
し
て
の
認
識
や
方

針
は
。

市
長

本
来
、
乳
幼
児
医

療
費
の
助
成
は
国
策
で
実
施

す
べ
き
問
題
。
ま
た
、
小
学

校
へ
入
学
す
る
と
保
健
室
が

あ
り
、
一
定
の
健
康
管
理
は

そ
の
学
校
で
で
き
る
と
思
う
。

８月から指定管理者制度に移行する社会福祉センター

過
疎
対
策
と
し
て
助

成
制
度
の
拡
充
を
実
施

し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
の

で
は
な
い
か
。

請
願
紹
介
議
員

子
育
て

支
援
策
と
認
識
し
て
い
る
。

拡
充
を
し
た
場
合
、

新
た
に
市
の
財
政
負
担

は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
。

請
願
紹
介
議
員

年
度

決
算
を
参
考
に
、
年
約
６
０

０
０
万
円
程
度
必
要
で
は
な

い
か
と
試
算
し
て
い
る
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

立
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
施
設
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

自
治
法
の
改
正
に
よ
り
公

の
施
設
の
管
理
制
度
が
改
め

ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
管
理

委
託
規
定
を
削
除
す
る
も
の
。

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
今

後
は
、委
託
か
直
営
か
。

社
会
福
祉
課
長

８
月

日

ま
で
は
従
来
通
り
管
理
委

託
、
９
月
１
日
か
ら
は
市
の

直
営
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

福
祉
セ
ン
タ
ー
は
老

朽
化
し
て
い
る
こ
と
も

あ
る
が
、今
後
の
方
向
性
は
。

社
会
福
祉
課
長

貸
し
館

と
し
て
の
機
能
は
限
界
で
は

な
い
か
。
利
用
者
の
意
見
も

聞
く
中
で
、
今
後
に
つ
い
て

は
考
え
て
い
き
た
い
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

立
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員
‥
可
決
】

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管

理
運
営
を
指
定
管
理
者
と
し

て
、
社
会
福
祉
法
人
京
田
辺

市
社
会
福
祉
協
議
会
に
指
定

す
る
も
の
。
指
定
期
間
は
平

成

年
８
月
１
日
か
ら
平
成

年
３
月

日
ま
で
。

指
定
管
理
者
制
度
に

移
行
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
。

社
会
福
祉
課
長

市
民
の

利
便
性
を
考
え
る
と
、
使
用

料
の
還
付
手
続
き
が
簡
単
に

な
る
。

指
定
管
理
者
制
度
移

行
の
場
合
、
開
館
時
間

の
延
長
な
ど
出
来
な
い
か
。

社
会
福
祉
課
長

要
望
の

多
か
っ
た
土
曜
日
の
閉
館
時

刻
を
午
後
５
時
か
ら

時
ま

で
変
更
す
る
事
が
で
き
る
。

年（平成 年） 月 日


